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合同学活 ４月７日（水），１時間目にセカンド集会，２時間目に２～６年生の合同学活を 

行いました。一人一人が自己紹介をした後，ファーストステージは給食当番や掃除・うさぎ 

当番等について話し合いました。セカンドステージはなりたい自分について発表しました。 

年度の初めで頑張ろうとする意欲が子どもたちから感じ取ることができました。 

 

科学センター学習 ４月１９日（月），４・６・７・８年生が昼食を持参し， 

科学センター学習を行いました。今年はコロナのため，例年のようなへき地・小規模校 

（花背小中，八瀬小，鞍馬小，静原小）どうしの交流が，当日はほとんどできなかったのは 

残念でした。しかし，エコロジーセンター学習，展示学習，実験室学習と内容は盛りだく 

さんで，普段の学校生活ではなかなかできないことが学習できました。特にリニューアル

したプラネタリウムの星座学習はすばらしいものでした。 

 

宕陰太鼓開始 ４月２１日（水），今年度の宕陰太鼓の練習が始まりました。久しぶりの  

演奏で最初はとまどいがありましたが，だんだんと感覚が戻ってきたように見えました。 

今年は「宕陰太鼓」「つぼみ」の他に，「みこし太鼓」「太鼓ばやし」などの演目も練習して 

いきます。大運動会等で披露する予定ですので，宕陰太鼓の発表を楽しみにしていてください。 

 

播種 ４月２３日（金），６時間目に播種を行いました。毎年，ふるさと学習の一環としてお米作りに取り組んでいます。 

昨年度は臨時休業中でしたので，教職員で播種を行いましたが，今年度は 

子どもたちの手で行うことができました。今年も地域の方のご協力とご指導を 

いただいて，子どもたちが１０箱作りました。育てるお米は宕陰の棚田で 

育てられているお米と同じコシヒカリです。今月は田植えも予定しています。 

収穫祭まで順調に取組が進められることを心から願っています。 

 

 連 絡   新型コロナウイルス感染症や非常災害等による「臨時休校」に備え，今年度は授業時間確保のため， 

長期休暇中に授業予備日を設定します。もしそのような事態になりましたら，事前に連絡をさせていただきますので， 

ご承知おきください。 

  全市共通日：８月２３日（月）・８月２４日（火）・１月５日（水） 

本校設定日：７月２１日（水）・７月２６日（月）・７月２７日（火）・３月２２日（火） 計７日間 

 



 

       

《皐月 5 月》。５月の異名で最も代表的なのが「皐月

(さつき)」です。早苗を植える頃の月という意味で，「早

月 (さつき)」とも言われます。「皐」の字には「神に捧

げる稲」という意味があるようです。きらきらと輝く水

田に植えられた色鮮やかな稲を見ると，5月だなと実感

する人も多いかもしれません。私たちも今月は，先日播

種した稲の苗を使って，いよいよ田植えをします。ふる

さと学習の一環ですが，去年はコロナのため実施できな

かったので，とても楽しみです。 

また，5月にはゴールデンウィークがあります。新型

コロナウイルスによる緊急事態宣言が発出され，今年も

不要不急の外出は控えることとなり，我慢をする 1週間

となります。それぞれの祝日を調べると，５月３日は「憲

法記念日」。1947 年に日本国憲法がはじまった日です。

５月５日は「こどもの日」。端午の節句といって，子ど

もたちみんなが元気に育ち大きくなったことをお祝い

する日です。縁起のいい食べ物として柏餅を食べる習慣

があります。その間にはさまれた５月４日は 2007 年か

ら「みどりの日」と名づけられています。以前は４月 29

日が「みどりの日」でしたが，現在は 4 月 29 日が「昭

和の日」となり，この 5月 4日が「みどりの日」となっ

ています。「みどりの日」は自然に感謝するという意味

があるそうです。 

5 月 3日は「憲法記念日」です。みなさんも知ってる

とおり，私たちの日本国憲法には 3 つの柱があります。

「国民主権」，「基本的人権の尊重」，「平和主義」です。

「国民主権」とは「国の政治のあり方を決める力は，わ

たしたち国民にある」ということです。「平和主義」は

もちろん平和を希求し「決して戦争を行わないこと」を

宣言しています。そして，「基本的人権の尊重」は「人

間らしく生きる権利を大切にしよう」という思いが込め

られています。ひとりひとりの人権を大切にする願いの

込められたとても大切な憲法だと思います。私たちもこ

れらの願いを引き継ぎ，人々が幸せに暮らせることを祈

り続けていたいと思います。 

 

学校教育目標 「一人一人が輝き，自ら未来を創造する人の育成」 

日 曜 　５月行事予定　

1 土 　　　　　　　　緊急事態宣言発出中

2 日

3 月 憲法記念日

4 火 みどりの日

5 水 こどもの日

6 木 ①児童生徒朝会　ALT講師来校

7 金 ⑤⑥ふき採り

8 土

9 日

10 月
保健安全の日 ・発育測定
ふき採り予備日

11 火 １万歩運動の日

12 水 検尿１次　フッ化物洗口　テスト週間

13 木 検尿１次　ALT講師来校

14 金 ⑤⑥田植え　巡回文庫・自由参観

15 土 PTA草刈り

16 日

17 月 衣替え移行期間～6/20　田植え予備日

18 火 １万歩運動の日　SC・SV来校

19 水 フッ化物洗口　⑥宕陰太鼓

20 木 中間テストⅠ7･8年  校内授業研（４年）

21 金 中間テストⅡ7･8年　春の遠足２･４年

22 土

23 日

24 月

25 火
にこにこの日　１万歩運動の日
歯科検診13:15　預り金振替日

26 水 フッ化物洗口　⑥宕陰太鼓

27 木
眼科検診13:15　全国学力調査６年
ALT講師来校

28 金 ⑥委員会　内科検診13:15

29 土 休日参観　SC来校

30 日

31 月 代休日

　７日（月）～１１日（金）チャレンジ体験
１１日（金）山の家保護者説明会
１４日（月）～１６日（水）教育相談
１５日（火）⑥プール清掃
１８日（金）嵯峨小交流
２９日（火）児童生徒朝会（７月）
３０日（水）～7月2日（金）期末テスト

コロナにより，変更になる

場合があります。


